
  ５章 まちづくりの推進に向けて
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１ まちづくりの具体化に向けた進め方

計画的な都市開発、道路体系の整備、自然環境の保全と活用など、前章までに示した

構想の具体化に向けて、以下のような基本的な考え方で取り組みます。

(１) 適切なまちづくり手法の選択

都市計画マスタープランに掲げた将来像を実現するため、今後、様々な事業を展開し

ていく必要があり、それらを進めるにあたっては、適切な手法を選択する必要がありま

す。市街地開発事業と呼ばれる「プロジェクト」や地区計画制度をはじめとする「ルー

ルづくり」など、様々な手法がありますが、その地域の特性や状況、町民の意向などを

総合的に踏まえて、ふさわしい手法を検討します。

(２) 適切な役割分担

本計画に定めた「将来都市像」を実現し、また「まちづくりの方針」に示した内容を

実行するにあたっては、行政が主導的・先導的な役割を果たすとともに、これまで以上

に町民の参加を促進していく必要があります。

行政・町民・事業者等が以下の役割を果たしつつ、相互理解と協働のもとでまちづく

りを推進します。

行政の

役割

○本計画に基づく具体的な計画づくりや各種の事業の推進、事業に関

する情報提供と町民等の意見や要望の反映

○町民の建物の新築や改築、民間の開発事業に際して、本計画に位置

づけた方針に基づく指導や要請

○町民の参加と主体的な活動を支援する仕組みづくり

町民の

役割

○本計画に位置づけた方針に沿った建物の新築や改築

○具体的な計画づくりや事業、施設の維持管理など、まちづくりの

様々な取り組みに対する積極的・建設的な参加

○家庭や地域での話し合い等の災害への備え、自主防災組織の活動へ

の積極的な参加

民間開

発事業

者等の

役割

○本計画に沿った開発や建築

○民間活力の導入が望まれる事業に対する積極的な参画

○公共性の高さを考慮した事業の実施（公共交通等）
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(３) まちづくりの推進体制の整備

まちづくりの今日的課題の多くは、ひとつの行政分野で解決できるものではなく、複

雑かつ多様化しているため、都市計画マスタープランでは、様々な計画等との整合に留

意しながら、他の行政分野についても言及しています。このため、都市計画マスタープ

ランに基づくまちづくりの推進にあたっては、庁内における横断的な連携の強化など、

体制の充実を図ります。

また、行政・町民・事業者等がそれぞれの役割を果たしつつ、相互理解と協働のもと

でまちづくりを推進するため、町民や事業者などの活動支援と、行政との協働のための

体制を整えていきます。

(４) 財源の確保

都市計画マスタープランに基づくまちづくりの推進にあたっては、国や県からの支援

を受けつつ、重点的・効率的な投資「選択と集中」の考え方に基づいた効率的な事業の

推進、民間活力の活用などを検討・推進していきます。
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２ 計画の進行管理と見直しの考え方

(１) 計画の進行管理

都市計画マスタープランの進行管理にあたっては、PDCA（Plan・Do・Check・Action）

サイクルの適用により、都市計画マスタープランに基づく具体的なまちづくりの取組が

効率的かつ効果的に実行されているかどうかを検証していくものとします。総合振興計

画とともに具体的なまちづくりの進捗状況を随時検証し、適切な進行管理を行うことで

計画の実効性を高めていくものとします。

(２) 計画見直しの考え方

都市計画マスタープランは、今後の社会情勢や町民ニーズの変化等に対して柔軟に対

応するため、様々な要因によってその内容の見直しが必要となった場合、適宜改定して

いくものとします。

進行管理と見直しのイメージ

      

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープラン
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・町民の意向調査  等

マスタープランの

見直し検討

20 年後

全面見直し
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